
  

７） 生活福祉資金貸付 
生活福祉資金の貸付を受けるには 

 

対象者：（身体障がい者世帯、知的障がい者世帯、精神障がい者世帯） 

相談・申請窓口 小諸市社会福祉協議会 ℡ ０２６７‐２５‐７３３７ 

内容  

次のとおり、各種資金の貸付制度があります 

（資金の種類により要件が異なります。また、審査に数日かかります）   【令和６年４月現在】 

資金の種類 内容 貸付限度額 据置期間 償還期間 

福
祉
資
金
（
福
祉
費
） 

生業費 
生業を営むために必要な

経費 
460万円 

貸付日から

６ヶ月以内 

20年 

技能習得費 

技能習得に必要な経費及

びその期間中の生計を維

持するために必要な経費 

技能習得期間 ６月程度 130万円 

１年程度 220万円 

２年程度 400万円 

３年程度 580万円 

８年 

技 能 習 得 

支度費 

就職、技能習得等の支度

に必要な経費 
50万円 ３年 

住宅改修等

費 

住宅増改築等、公営住宅

譲り受け経費 
250万円 ７年 

住居転宅費 

住居整備費 

住居の移転に関する経費

給排水設備等の設置経費 
50万円 ３年 

福 祉 用 具 

購入費 

福祉用具等の購入に必要

な経費 
170万円 ８年 

自動車購入

費 

障害者用自動車の購入に

必要な経費 
250万円 ８年 

療養費 

負傷・疾病の療養費（移

送経費等付随経費含む）

及び療養期間中の生計費 

療養期間       

１年未満 170万円 

１年超え 230万円 

５年 

福祉サービ

ス費 

介護・障害者サービス等

の経費（介護保険料を含

む）及び期間中の生計費 

福祉サービス期間   

１年未満 170万円 

１年未満 230万円 

５年 

災害援護費 
災害を受け臨時に必要な

経費 
150万円 ７年 

冠婚葬祭費 冠婚葬祭に必要な経費 50万円 ３年 

残 留 邦 人 

年金費 

中国残留邦人等にかかる

国民年金保険料の追納に

必要な経費 

513.6 万円 10年 

その他臨時

経費 

燃料費、修学旅行・帰省

費、年金掛金 
50万円 ３年 

⑴貸付利子は、資金の種類によって異なります 

⑵延滞利子は、年１０．７５％です（最終償還期限を過ぎた残元金に対し） 

⑶上記の他に「総合支援資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金」があります 



  

 


